様式３
令和　　年　　月　　日

（宛先）公立大学法人前橋工科大学理事長

所　 在　 地
商号又は名称
代表者の氏名　　　　　　　　　　　　


誓　　約　　書

前橋工科大学英語e-ラーニングシステム導入業務に係る公募型プロポーザルの申請にあたり、下記の参加資格をすべて満たすことを誓約します。

記

(1) 公立大学法人前橋工科大学契約事務取扱規程（令和４年規程第１２号）第３条及び第４条に該当する者でないこと。
(2) ＩＳＭＳ又はプライバシーマークの認証若しくはこれらに準ずる情報保護体制を整えていること。
(3) 直近５年間で日本国内の大学又は専門学校等へe-ラーニング教材の導入実績があること。
(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、手続開始の申立てをしている者（手続開始の決定後、資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
(5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではなく、かつ、暴力団又は暴力団関係者を本業務の再委託先としない者であること。
(6) 応募時点において、事業者（本業務の遂行に必要な全ての関連事業者を含む。）が次のいずれにも該当しないこと。
ア　法人税、法人市民税、消費税、地方消費税その他の租税を滞納している者であること。
イ　宗教活動を目的としている者であること。
ウ　政治活動を目的としている者であること。

	発行責任者及び担当者
・発行責任者：　　　　　　　　　　　（電話番号）
・担　当　者：　　　　　　　　　　　（電話番号）


《参考》

公立大学法人前橋工科大学契約事務取扱規程（令和４年４月１日制定公立大学法人前橋工科大学規程第１２号）

（一般競争入札に参加させることができない者）
第３条　特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

（一般競争入札に参加させないことができる者）
第４条　次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後２年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又は競り売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 会計規則第２８条の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者


